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１０
月
４
日
、
加
持
、
小
川
地
区
を
拠

点
に
活
動
す
る
『
農
事
組
合
法
人
小
川

ア
グ
リ
』
の
設
立
総
会
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　
設
立
総
会
に
は
、
町
長
、
副
町
長
を

は
じ
め
、
Ｊ
Ａ
大
方
支
所
長
や
幡
多
農

業
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
な
ど
の
関
係
機

関
が
出
席
し
、
設
立
を
祝
い
ま
し
た
。

　
全
国
的
に
耕
作
放
棄
地
が
発
生
す
る

な
か
で
、
農
事
組
合
法
人
が
設
立
し
、

地
域
農
業
の
担
い
手
と
な
り
農
作
業
を

受
託
す
る
こ
と
で
、耕
作
放
棄
地
の
発

生
を
未
然
に

防
止
し
た
り
と
、

組
織
の
農
業

生
産
性
向
上

以
外
に
も
、地

域
に
と
っ
て
の

大
き
な
役
割

を
持
つ
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
町
内
で
は

２
つ
目
の
法

人
組
織
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
の
活
躍

に
期
待
し
た
い
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 

農
業
振
興
課 

農
業
振
興
係

蕁
４
３
―
１
８
８
８（
課
直
通
）

　
黒
潮
町
で
は
、
障
が
い
者
の
雇
用
の

促
進
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

障
が
い
者
を
対
象
と
し
た
非
常
勤
職
員

を
募
集
し
ま
す
。

◆
試
験
区
分
・
採
用
予
定
人
数

・
一
般
行
政
事
務（
非
常
勤
職
員
）

　
１
人
程
度

◆
受
験
資
格

・
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方

・
自
力
に
よ
り
通
勤
が
で
き
、
介
護
者

な
し
で
勤
務
で
き
る
方

◆
雇
用
期
間

　
平
成

２８
年
１
月
１
日（
予
定
）か
ら
平

成
２８
年
３
月

３１
日
ま
で

 （
１
カ
月
に
つ
き

１８
日
の
勤
務
）

　
※
契
約
更
新
の
可
能
性
あ
り

◆
申
込
受
付
期
間
　
随
時

◆
試
験
方
法
　
　
　
面
接
試
験

※
面
接
日
時
・
場
所
は
、
申
し
込
み
し

て
い
た
だ
い
た
方
へ
連
絡
し
ま
す
。

※
採
用
者
が
決
定
次
第
、
募
集
を
終
了

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 

総
務
課 

行
政
人
事
係

蕁
４
３
―
２
１
１
２（
直
通
）

　
「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
と
は
、
消
費

税
率
の
引
上
げ
に
伴
い
、
所
得
の
低
い

方
へ
の
負
担
の
影
響
を
考
え
、
暫
定
的
・

臨
時
的
な
措
置
と
し
て
、
支
給
さ
れ
る

給
付
金
で
す
。

◆
支
給
対
象
者

　
平
成

２７
年
度
分
の
住
民
税（
均
等
割
）

が
課
税
さ
れ
な
い
方
　

※
ご
自
身
を
扶
養
し
て
い
る
方
が
課
税

さ
れ
て
い
る
場
合
や
、
生
活
保
護
制

度
の
被
保
護
者
と
な
っ
て
い
る
場
合

な
ど
は
対
象
外
。

◆
支
給
額

　
支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
６
千
円
 

◆
申
請
期
限
　
平
成

２８
年
２
月
１
日（
月
）

　
　
　
　
　
　
※
当
日
消
印
有
効

◆
申
請
方
法

　
対
象
と
な
る
方
は
、
平
成

２７
年
１
月

１
日
時
点
で
住
民
票
の
あ
る
市
区
町
村

に
申
請
が
必
要
で
す
。
支
給
対
象
と
思

わ
れ
る
方
へ
の
申
請
案
内
を
８
月
下
旬

に
送
付
し
て
い
ま
す
。
申
請
書
を
同
封

し
て
い
ま
す
の
で
、
申
請
期
間
内
に
役

場
担
当
窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い（
郵

送
可
）。

◆
給
付
方
法

　
申
請
書
受
付
後
、
審
査
の
う
え
、
支

給
対
象
の
指
定
口
座
へ
随
時
振
り
込
み

ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

　
消
費
税
率
の
引
上
げ
の
影
響
な
ど
を

踏
ま
え
子
育
て
世
帯
の
家
計
へ
の
負
担

を
減
ら
し
、
消
費
の
下
支
え
を
図
る
た

め
に
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

に
、「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
お
済
み
で
な
い
方
は
、
忘
れ
ず

に
申
請
期
間
内
に
役
場
担
当
窓
口
へ
申

請
し
て
く
だ
さ
い（
郵
送
可
）。

◆
支
給
対
象
者

　
次
の
要
件
を
満
た
す
方

・
平
成

２７
年
６
月
分
の
児
童
手
当
を
受

給
さ
れ
た
方
。

　
た
だ
し
、
特
例
給
付
を
受
給
さ
れ
る

方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
特
例
給
付
と
は
、
平
成

２６
年
の
所
得

が
児
童
手
当
の
所
得
制
限
限
度
額
以

上
で
あ
る
方（
児
童
１
人
当
た
り
月

額
５
千
円
が
支
給
さ
れ
る
方
）。

黒
潮
町
非
常
勤
職
員
（
障
が
い
者

の
方
対
象
）
募
集
の
お
知
ら
せ

「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

農
事
組
合
法
人
小
川
ア
グ
リ
設
立

臨
時
福
祉
給
付
金
の
お
知
ら
せ

役場からのお知らせ役場からのお知らせ
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【
扶
養
親
族
の
数
と
所
得
制
限
限
度
額
】

※
扶
養
親
族
な
ど
の
人
数
が
６
人
以
降

は
、
１
人
増
え
る
ご
と
に

３８
万
円
を

所
得
限
度
額
に
加
算
。

※
所
得
税
法
に
規
定
す
る
老
人
控
除
対

象
配
偶
者
ま
た
は
老
人
扶
養
親
族
が

い
る
場
合
は
、
１
人
に
つ
き
６
万
円

を
加
算
。

◆
対
象
児
童

　
支
給
対
象
者
の
平
成

２７
年
６
月
分
の

児
童
手
当
の
対
象
と
な
る
児
童
。

※
平
成

２７
年
５
月

３１
日
以
後
支
給
決
定

ま
で
の
間
に
亡
く
な
ら
れ
た
児
童
は

対
象
外
。

◆
支
給
額

　
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
３
千
円

◆
申
請
期
限
　

１１
月

３０
日（
月
）※
必
着

◆
申
請
方
法

　
「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
申

請
書
」
を
役
場
担
当
窓
口
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い（
郵
送
可
）。

　
公
務
員
受
給
者
の
方
は
、
勤
務
先
か

ら
交
付
さ
れ
た
「
申
請
書
」
お
よ
び
「
受

給
証
明
書
」
を
申
請
期
間
内
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
給
付
方
法

　
申
請
書
受
付
後
に
審
査
を
し
て
、
支

給
対
象
者
に
は
、

１０
月
以
降
、
指
定
口

座（
児
童
手
当
で
登
録
し
て
い
る
口
座

な
ど
）へ
振
り
込
み
ま
す
。

※
「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
や
「
子
育
て
世

帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
の
『
振
り
込

め
詐
欺
』
や
『
個
人
情
報
の
詐
取
』
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！！

・
市
町
村
や
厚
生
労
働
省
が
Ａ
Ｔ
Ｍ（
銀

行
な
ど
の
現
金
自
動
支
払
機
）の
操

作
を
お
願
い
す
る
こ
と
や
給
付
金
支

給
の
た
め
の
手
数
料
の
振
り
込
み
を

求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

・
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
し
て
他
人
か
ら
お
金

を
振
り
込
ん
で
も
ら
う
こ
と
は
絶
対

に
で
き
ま
せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
課
直
通
）

 
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課
 

 
総
合
窓
口
第
２
係

 
 
 
蕁
５
５
―
３
７
０
１（
直
通
）

　
黒
潮
町
で
は
「
人
権
文
化
豊
か
な
ま

ち
づ
く
り
」
を
推
進
す
る
た
め
に
、「
黒

潮
町
人
権
教
育
推
進
講
座
」
を
開
催
し

ま
す
。

　
こ
の
講
座
は
、「
差
別
の
な
い
明
る

い
黒
潮
町
を
め
ざ
し
て
地
域
ぐ
る
み
の

人
権
教
育
を
推
進
す
る
た
め
人
権
教
育

の
講
座
を
計
画
的
に
実
施
し
、
人
と
人

と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
で
き
る
、
地

域
に
根
ざ
し
た
指
導
者
を
育
成
す
る
」

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
は
下
記
の
内
容
で
、
各
講
座
、

多
彩
な
講
師
の
方
を
お
招
き
し
て
実
施

し
ま
す
。
事
前
申
し
込
み
の
い
ら
な
い

『
★
オ
ー
プ
ン
講
座
』
も
あ
り
ま
す
。

住
民
の
方
の
多
く
の
ご
参
加
を
お
願
い

し
ま
す
。
詳
し
い
内
容
や
時
間
な
ど
に

つ
い
て
は
、
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

受
講
生
募
集
中
！

募
集
人
数
　

４０
人

募
集
対
象
　
町
内
に
お
住
ま
い
ま
た
は

町
内
に
お
勤
め
の
方

募
集
期
限
　

１１
月

１６
日（
月
）

受
講
料
　
　
無
料

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
教
育
委
員
会 

人
権
教
育
係

蕁
５
５
―
３
１
９
０（
課
直
通
）

　
本
庁 

住
民
課 

人
権
啓
発
係

　
　
蕁
４
３
―
２
８
０
０（
課
直
通
）

◆
第
１
講
座
　
１１
月
２７
日（
金
）

「
自
分
自
身
を
十
分
に
生
き
る
た
め
に
は
…
」

①
人
権
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ（
事
務
局
）

②
Ｄ
Ｖ
Ｄ
「
未
来
を
拓
く
５
つ
の
扉
」

③
講
演
・
人
権
コ
ン
サ
ー
ト

　
　
　
★
森
　
美
栄
さ
ん（
魂
拓
人
）

★
森
　
秀
一
さ
ん（
魂
拓
人
）

◆
第
２
講
座
　
１２
月
１８
日（
金
）

「
子
ど
も
た
ち
の
想
い
・
私
の
想
い
」

①
講
演
　
★
大
湾
　
昇
さ
ん

　
　
（
徳
島
県
・
絆
創
膏
の
会
）

②
講
演
　
★
松
田
真
紀
さ
ん

　
　
　
　
（
黒
潮
町
教
委
Ｓ
Ｓ
Ｗ
）

◆
第
３
講
座
　
平
成
２８
年
１
年
１９
日（
火
）

「
同
和
問
題
を
学
ぼ
う
！
」

①
Ｄ
Ｖ
Ｄ
★
「
同
和
問
題
〜
過
去
か
ら

の
証
言
、
未
来
へ
の
提
言
〜
」

②
講
演
　
★
小
谷
義
郎
さ
ん
・
川
闢
健

太
郎
さ
ん（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
ら
か
ら
）

◆
第
４
講
座
　
２
月
２６
日（
金
）

「
人
権
の
ま
ち
づ
く
り
、人
権
と
ま
ち
づ
く
り
」

講
演
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

づ
く
り
の
お
話
し
で
す
」

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
暮
ら
し
づ
く
り
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
北
芝
の
み
な
さ
ん（
大
阪
府
・

箕
面
市
）

「
黒
潮
町
人
権
教
育
推
進
講
座
」
が

始
ま
り
ま
す
！

扶養
親族

所得制限
限度額

0人 622万円

1人 660万円

2人 698万円

3人 736万円

4人 774万円

5人 812万円

役場からのお知らせ役場からのお知らせ


